渡大組安全協議会　会則

第1章 総　　則

第１条（名称及び事務局）
　本会は渡大組安全協議会（以下「協議会」という」と称し、事務局を株式会社渡大組（以下「会社」という）の本社内におく。
第２条（目的）
　本会は会社及びその協力会社の労働災害防止、会社の事業場内において発生した労働災害の被災者もしくはその家族に対する相互扶助、並びに会社と協力会社相互の繁栄と親睦を図ることを目的とする。
第３条（対象者）
　本会は会社及び会社の建設工事に関連する事業場内で作業を行う協力会社（以下「協力会社」という）を対象とし、建設工事に関連しない協力会社は対象としない。

第2章 事　　業

第４条（事業）
本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会社及び協力会社の労働災害防止に関する事業
2 会社の建設工事に関連する業務において被災した者及びその家族に対する扶助
3 会社及び協力会社の安全衛生に関する指導、援助
4 会社及び協力会社相互の繁栄と親睦を図るための事業
5 その他本会の目的を達成するための事業

第3章 会員及び会費

第５条（会員）
１　会員は、正会員と臨時会員の２種類とする。
２　正会員は、安全協議会費（率分）及び年会費を納め、協議会の主催する各種行事に参加することができる。
３　臨時会員は、安全協議会費（率分）のみを納める。ただし、協議会の主催する各種行事に参加することができない。
第６条（入会及び入会手続き）
　会社は正会員とし、協力会社は正会員もしくは臨時会員のいずれかに入会するものとする。なお、継続して会社と取引をしようとする協力会社は、正会員となることを原則とする。
２　入会手続きは、取引を開始する前に、所定の入会申込書により届け出るものとする。
第７条（退会）
　　過去３カ年に亘り、会費徴収の実績のない場合は自動的に退会とする。
第８条（会費）
会費は、安全協議会費（率分）と年会員の２種類とする。
２　安全協議会費（率分）は、毎月の代金支払いの際に徴収するものとし、支払金額に安全協議会費（率分）徴収率表の徴収率を乗じた金額（１円未満切り捨て）とする。また、取引区分については、新規入会時もしくは更新時に決定された区分に基づいて決定する。ただし、両方の区分に該当する協力会社は、その取引の内容に応じて徴収率を決定するものとする。
安全協議会費（率分）徴収率表
	取引区分
	取引内容
	徴収率

	協力会社Ａ
	建設工事を直接請け負いもしくは労務提供を行う協力会社
	０．１５％

	協力会社Ｂ
	建設工事に関連する資機材の納入・賃貸・修繕等にかかる協力会社
	０．１０％


３　年会費は、会社は１０万円、協力会社は定期総会で承認された予算の金額とし、定期総会終了後に徴収するものとする。

第4章 役員及び会計年度

第９条（役員）
本会に、次の役員をおく。会長は会社の代表取締役とし、その他の役員は会長が指名し、総会の承認により決定される。
会長　　１名
副会長　１名
理事　　若干名
監事　　２名
第１０条（役員会）
役員会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。
２　役員会は、次の事項を審議する。
1 事業執行に関する事項
2 役員の選任にかかる事項
3 緊急を要する重要事項
4 その他事業遂行に必要な事項
第１１条（会計年度）
　　本会の会計年度は、毎年７月１日より翌年６月３０日までとする。
第１２条（適用）
　　この会則は、令和 8年2月１日より適用する。
